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平成 28 年６月 14 日 

各      位 

東京都目黒区大橋一丁目５番１号 

株 式 会 社 Ｓ Ｊ Ｉ 

代表取締役社長     牛 雨 

（ＪＡＳＤＡＱ：２３１５） 

問合せ先：取締役     矢沼 克則 

℡ 0 3 - 5 6 5 7 - 3 0 0 0（代表） 

 

 

 

商号の変更および定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年１月開催予定の第 28 期定時株主総会で「定款の一

部変更の件」が承認されることを条件として、下記のとおり商号を変更することを決議いたしましたの

でお知らせいたします。 

 

記 

 
１．商号の変更 

（１）変更の理由 

  当社はこれまで経営体制の大幅な刷新を行い、新生ＳＪＩとして再生・再建を推し進めてまいりま

した。今後の本格的な成長ステージへの移行を見据え、当社のブランド力の強化を目的として商号を

変更することといたします。 

 

（２）新商号※ 

  株式会社カイカ（英文表記：ＣＡＩＣＡ Ｉｎｃ．） 
 
 ※新しい価値創造と革新にチャレンジし続け、未来を切り開いていくという思いを込め、開化＝「カイカ」といた

します。英文表記のＣＡＩＣＡは、「challenge(挑戦)」の「Ｃ」、「advance(前進)」の「Ａ」、「innovation(革新)」

の「Ｉ」、「creation(創造)」の「Ｃ」、「ambition(大志)」の「Ａ」の頭文字をとっております。 

 
（３）変更予定日 
  平成 29 年２月１日（水） 
  
２．定款の一部変更 

（１）定款変更の理由 

  上記商号の変更に伴い、第１条（商号）を変更するものであります。 
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（下線は変更箇所を示します） 

現行定款 変更案 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社ＳＪＩと称し、英文

では ＳＪＩ Ｉｎｃ．と表示する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

第２条～第48条（条文省略） 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社カイカと称し、英文

では ＣＡＩＣＡ Ｉｎｃ．と表示する。 

 

附則 

本定款第１条（商号）の変更は、平成29年２月１

日をもって効力が生じるものとする。なお、本附

則は効力発生日をもってこれを削除する。 

 

第２条～第48条（現行どおり） 

 

（３）日程 

  定款変更のための株主総会開催日 平成29年１月開催予定 

  定款変更の効力発生日      平成29年２月１日（水） 

 

以 上 


